
交第１号 

 

交第１号議案 

   横浜市交通事業の設置等に関する条例の一部改正 

 横浜市交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

令和４年５月18日提出 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号）    

   横浜市交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する 

条例 

 横浜市交通事業の設置等に関する条例（昭和41年12月横浜市条例 

第65号）の一部を次のように改正する。 

 第12条を第13条とし、第11条の次に次の１条を加える。 

 （横浜市営交通経営審議会） 

第12条 交通事業の経営に関し必要な事項について調査審議し、答

申し、又は意見を具申するため、法第14条の規定に基づき、管理

者の附属機関として、横浜市営交通経営審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

２ 審議会は、管理者が任命する委員５人以内をもって組織する。 

３ 管理者は、審議会に、特別又は専門の事項を調査審議させるた

め必要があるときは、臨時委員、専門委員その他これらに準ずる

委員を置くことができる。 

４ 前２項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要

な事項は、管理者が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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交第１号 

 

   提 案 理 由 

 交通事業管理者の附属機関として横浜市営交通経営審議会を設置

するため、横浜市交通事業の設置等に関する条例の一部を改正した

いので提案する。 

 

 

 

 参  考  

   横 浜 市 交 通 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案    
                    (下 段  現  行) 

 （ 横 浜 市 営 交 通 経 営 審 議 会 ） 
 

第 12 条  交 通 事 業 の 経 営 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て 調 査 審 議 し 、 答 
 

申 し 、 又 は 意 見 を 具 申 す る た め 、 法 第 14 条 の 規 定 に 基 づ き 、 管 理 
 

者 の 附 属 機 関 と し て 、 横 浜 市 営 交 通 経 営 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 
 

と い う 。） を 置 く 。 
 

２  審 議 会 は 、 管 理 者 が 任 命 す る 委 員 ５ 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。 
 

３  管 理 者 は 、 審 議 会 に 、 特 別 又 は 専 門 の 事 項 を 調 査 審 議 さ せ る た 
 

め 必 要 が あ る と き は 、 臨 時 委 員 、 専 門 委 員 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 
 

委 員 を 置 く こ と が で き る 。 
 

４  前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 
 

な 事 項 は 、 管 理 者 が 定 め る 。 
 

 （ 委 任 ） 

第 13 条 
（ 本 文 省 略 ） 

第 12 条 
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